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 「１９５１年から別府港で埋立を行い，現在港湾管理者である大分県に管理委託をしている国有港湾施

設があるが，新たに港湾整備を行うにあたって支障となる未登記の土地があることが判明した．該当地に

ついては約７０年前の埋立のため関係資料が残っておらず，また，県有地も入り組んでいるため，埋立地

の未登記の土地をどのように調整し，登記を行えるかを検討する．」 
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1. はじめに 

 

別府港は，別府湾の湾奥に位置し，背後に我が国有数

の温泉と豊かな風光を持つ，国際観光温泉文化都市別府

の海の玄関口として，また，関西・四国方面と九州の東

岸を結ぶ，物流・人流の拠点港として繁栄してきた． 

 

図-1 当事務所管内の事業場所図 

 

本港の整備は１８７０年，現在の北浜地区に築港が始

まって以降順次整備が進められ，１９１１年に別府・阪

神航路の開設，１９２０年に阪神航路専用桟橋の完成に

より港湾としての形を整えた． 

戦後の観光ブームに伴い，石垣地区に新たな観光港の

計画が策定され，１９５１年４月より運輸省の直轄工事

として港湾整備に着手し，同年９月重要港湾の指定を受

けた． 

１９５７年に第２埠頭岸壁（水深－５.５ｍ）１バー

スが完成し，以後，着々と施設整備がなされ，現在，第

１埠頭、第２埠頭，第３埠頭並びに第４埠頭をはじめと

する９バースが供用されている．また，１９６４年の九

州横断道路の開通，１９９１年の大分自動車道（高速道

路）の開通により，九州観光の拠点として位置づけられ，

現在，１日７便の定期フェリーやクルーズ船の寄港等，

年間約５１万人の乗降客が利用している． 

図-2 別府湾から望む全景 

 
図-3 別府港（石垣地区）平面図 

別府港 



2.  管理委託について 

 

港湾法では，直轄港湾工事によって生じた港湾施設

（港湾の管理運営に必要な土地を含む）は港湾管理者

（今回であれば大分県）に，譲渡（第五十三条），貸付

又は管理を委託（第五十四条）しなければならないと定

められており，国が国有港湾施設を管理することは出来

ない． 

 

 

3.  別府港港湾計画の概要について 

 

(1) 港湾計画とは 

港湾法第３条の３の規定により定められており，港湾

の開発，利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全

に関する政令で定める事項に関する計画で，重要港湾の

港湾管理者には策定義務がある． 

 

(2) 計画で定めるべき事項 

・港湾の開発，利用及び保全並びに港湾に隣接する地

域の保全の方針  

・港湾の取扱貨物量，船舶乗降旅客数その他の能力に

関する事項  

・港湾の能力に応ずる水域施設，係留施設その他の港

湾施設の規模及び配置に関する事項  

・港湾の環境の整備及び保全に関する事項  

・港湾の効率的な運営に関する事項  

・その他港湾の開発，利用及び保全並びに港湾に隣接

する地域の保全に関する重要事項 

 

(3) 別府港港湾計画の一部変更 

別府港のフェリー取扱貨物量は，東九州自動車道の全

線開通や，トラックドライバー不足によるモーダルシフ

トの進展に伴い，近年では増加傾向である． 

別府～大阪航路を運営している（株）フェリーさんふ

らわあは、船舶の老朽化と取扱貨物量の増大に併せて，

大型新造船の就航を計画しており，現利用バースでは水

深・延長・埠頭用地面積が不足している． 

港湾管理者である大分県は，取扱貨物量の増加に伴う

埠頭用地の面積不足や交通ターミナルの分散等の現状を

踏まえ，ターミナルを集約して利便性を向上しつつ，民

間の活力を導入して「にぎわい空間」の創出を図るなど，

石垣地区の第１～３埠頭の一体的な再編検討を進めてき

た． 

その結果，２０１７年３月末には「九州東の玄関口と

しての拠点化戦略」を策定し，別府港を人の流れの基幹

拠点と位置づけて，２０１７年度より埠頭再編に係る調

査・検討を進め，２０１８年度に港湾計画一部変更を行

ったものであり海面を一部埋立てて，埠頭用地とする計

画が含まれている． 

 

図-4 別府港港湾計画図（2020.4.1現在） 

 

 

4.  別府港第２埠頭の経緯と整備にあたっての問題点 

について 

 

１９５７年に岸壁が完成し，その後，国と県が追加で

埋立をし１９８０年頃に現在の形となっている． 

 

図-5 １９５６年の別府港第２埠頭の航空写真1) 

 

 

図-6 １９８２年の別府港第２埠頭の航空写真1) 

 

第３埠頭 第２埠頭 



 

図-7 ２０１６年の別府港第２埠頭の航空写真1) 

 

港湾計画の一部変更に伴い，第２埠頭と第３埠頭の間

を埋め立てる計画（図-4 埠頭用地1.9haの箇所）が策

定されたため，周辺字図の確認をしたところ，別府港第

２埠頭の土地名義について，未登記となっていることが

わかった．また，調査を進めていく段階で，一部におい

て埋立未申請箇所があることが判明した． 

埋立を行うにあたっては，埋立申請提出前に第２埠頭

の土地の登記を完了しないと埋立申請手続きが出来ない，

かつ，未登記の土地には建物登記が行えない等といった

制約があるので建物を建てることも困難となるなど，未

登記土地の解消を早急に対応すべき必要がある． 

なお，第２埠頭の後に作られた第１埠頭，第３埠頭，

第４埠頭については登記済の土地である． 

 
図-8 ２０１６年の別府港第２埠頭の航空写真1)に 

国(赤) ，県(黄)が整備した未登記箇所を着色 

 

 

図-9 ２０１６年の別府港第２埠頭の航空写真1)に 

   未登記土地を着色．そのうち埋立申請済みは 

橙，埋立未申請箇所は緑に着色 

 

 

5.  未登記を解決するための対応策について 

 

(1) 登記に必要な書類 

 未登記の土地を登記するために必要な書類は一般的に

登記申請書，土地実施調査書，地積測量図，埋立申請書

であるが，今回一部において埋立申請を行っていない箇

所について法務局に相談したところ不詳の土地として登

記を行えば，埋立関係書類は不要で港湾区域内の土地と

して国土交通省名義にすることが可能であるということ

も判明した． 

 

図-10 大分市内にある国有地の全部事項証明書 

 

(2) 登記申請者の対応について 

 図-8に示す着色毎に当時，国と大分県が整備を行った． 

国有港湾施設において国は直接管理を行うことが出来

ないので，管理委託を別府港港湾管理者である大分県と

契約しているが，第２埠頭については国有港湾施設の底

地の登記完了せずに管理委託契約を結んでいる． 

今回，そのことが判明したので，国が速やかにその不

備を解消すること，大分県の整備箇所に対しても大分県

に土地の登記を指導することになる．  

 

(3) 測量（地積測量図作成）の対応について 

 国と大分県がそれぞれ測量業務を発注するより，どち

らかが測量業務を発注し，完成した図面を相手に提供し

たり，受託業務として発注者を１つにまとめることによ

り迅速な登記申請対応ができ，かつ費用の削減になると

考えられる． 

 また，別々に測量を行うことで，申請時期のばらつき

が生じ，その結果，後に提出した者の登記申請書の書面

に不備が出たり（地積測量図の隣接地の記載の有無や立

会確認者等），その対策として先に提出する者の登記処

理を待ってから測量を行うと上記の問題が解消される代

わりに大幅に時間がかかることなり，計画に遅れが出る

恐れがあるため、迅速な対応が取れるよう大分県と連携
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を取っていく必要がある． 

 

(4) 立会確認にの対応ついて 

 第２埠頭周辺の土地所有者については国または大分県

の土地のため境界立会時の境界の相違などの問題はない． 

 

 

6. 結論として 

 

 今回の第２埠頭の未登記土地については，国と大分県

において埋立申請を行っていたが一部分において埋立申

請を行っていない箇所が判明した． 

埋立未申請済み（図-9 ①）については，従来の埋立竣

功後の手続きと同じように，「登記申請書類の作成・提

出」，「地積測量図」，「埋立関係書類」が必要になる． 

なお，埋立申請を行っていない箇所（図-9 ②）につ

いては本来，埋立関係書類も必要であるが，不詳の土地

として登記することで不要になる． 

また，国が整備した箇所は国で申請し，大分県が整備

したところは大分県で提出するように指導し，登記を終

わらせて港湾計画どおりに第２埠頭と第３埠頭の間の埋

立を問題なく行えるようにする． 

 

 

7. おわりに 

 

 本来であれば，国有港湾施設を港湾管理者に管理委託

する際は，土地の登記を行い，管理委託することは国の

行政として当然のことであるが，当時は何らかの事情が

あり，やむを得ず未登記のまま大分県へ管理委託を行っ

たと推測される． 

 今後はこのようなことがないように，また同じような

土地の登記をしてない状態で，港湾管理者に管理委託を

していた場合の参考事例になれば幸いと思う． 
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